
北朝鮮の弾道ミサイル発射に抗議し、 
世界の恒久平和を求める声明 

 

２０２２年１０月４日に、北朝鮮内陸部より１発の弾道ミサイ

ルが東方向に向けて発射されました。本弾道ミサイルは、我が国

の青森県上空を通過し、日本の東約 3,200kmの我が国の排他的経

済水域外に落下したものと推定されます。  

 

弾道ミサイルが、我が国の上空を通過し、我が国近海に落下し

たことは、我が国の安全保障と国民の安全に関わる重大な問題で

あり、アジア太平洋地域の平和及び安全を脅かすものであります。  

 

また、航空機や船舶の安全確保の観点からも極めて問題のある

危険な行為であるとともに、安保理決議等への明白な違反であり

ます。  

 

板橋区は、１９８５年１月１日に、核兵器の廃絶を全世界に訴

え、平和都市となることを宣言した立場から、このたびの弾道ミ

サイル発射を断じて容認することはできません。  

 

よって板橋区は、北朝鮮に対し、国連安全保障理事会決議の完

全遵守を求めるとともに、ミサイル発射に対して強い憤りをもっ

て断固抗議します。  

 

 

２０２２年１０月４日   

 

板橋区長  坂本  健  


